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１ 

１．はじめに 

  

今日の日本は、急速な高齢化が進み、本格的な高齢社会を迎えるとともに、少子化

も同時進行し、かつて経験したことのない人口減少社会を迎えています。 

また、障がいの有無に関わらず、生活し、活動できる社会を目指すノーマライゼー

ションの理念や、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサル

デザインの理念が浸透しつつあります。 

このような状況のなか、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

（以下「バリアフリー新法」）が平成１８年１２月に施行され、継続した取組みのた

め平成２３年３月には「移動等円滑化の促進に関する基本方針」が改正されました。 

本市におきましても、バリアフリー新法に基づき、重点的かつ一体的なバリアフリ

ー化を図ることが望ましい地区である重点整備地区として「山口駅周辺地区」を選定

し、バリアフリーのまちづくりの実現に向け、「山口駅周辺地区バリアフリー基本構

想」を平成２８年１０月に策定しました。 

この基本構想で定めた建築物のバリアフリー化についての方針に従い、「山口駅周

辺地区建築物特定事業計画」を作成し、各施設設置管理者において一体的、集中的に

バリアフリー化の事業を実施します。 

 

２．山口駅周辺地区バリアフリー基本構想の概要 

 

２－１ 基本方針 

 

「山口市バリアフリー基本構想」において示された山口市全体のバリアフリー化の

基本方針である「山口市のバリアフリー推進の基本的な考え方」を受けつつ、山口駅

周辺地区について、その位置づけや特性並びにバリアフリーに関する課題を踏まえて、

基本方針を以下のように定め、バリアフリーの取組みを展開します。 

 

  ①山口駅を中心とした一体的なバリアフリー化の推進 

  ・山口駅周辺の安全・安心な歩行者ネットワークの形成を目指し、山口駅を中心と

した一体的なバリアフリー化を推進します。 

  ②駅通り及び商店街アーケードを軸として、中心市街地のにぎわいづくりに貢献す

るバリアフリーの回遊空間づくりの推進 

  ・駅通り及び商店街アーケードを軸とした歩行者ネットワークの形成を進め、中心

市街地のにぎわいづくりに貢献するバリアフリーの回遊空間づくりを推進しま

す。 

  ③多様な人々の協働による心のバリアフリーの推進 

  ・段差解消等のハード的な対策のみではなく、多様な人々の協働により、ソフト的

な対策である心のバリアフリーを推進します。 



２ 

２－２ 重点整備地区並びに生活関連施設及び生活関連経路 

 

山口駅を中心として、概ね１ｋｍの範囲を基本とし、高齢者、障がい者を含む多くの

人が利用する生活関連施設を含む約８３ｈａの区域を重点整備地区の区域として設定

します。 

重点整備地区においては、主要な「生活関連施設」及びそれらを結ぶ主要な経路であ

る「生活関連経路」を設定し、優先的にバリアフリー化の対応を図ることとします。 

 

■主要な生活関連施設 

施設分類 生活関連施設 

旅客施設 山口駅 

官公庁施設 山口地方合同庁舎、山口市役所、山口税務署 

福祉施設等 社会福祉センターしらさぎ会館 

医療施設 山口病院、丘病院 

文化施設 山口市民会館、山口県立山口図書館、山口県立美術館 

商業施設 中心商店街、コープやまぐちコープどうもん、山口井筒屋 

宿泊施設 サンルート国際ホテル山口 

郵便局、銀行 山口中央郵便局、山口銀行山口支店、萩山口信用金庫本店 

駐車場 中央駐車場、中市・井筒屋駐車場、道場門前大駐車場、道場門前第１駐車場 

中市第２駐車場、大市駐車場、山口中央パーキング 

都市公園 亀山公園（ふれあい広場） 

その他 一の坂川交通交流広場 

 

■生活関連経路等 

経路

種別 
番号 対象路線 

経路

種別 
番号 対象路線 

生
活
関
連
経
路 

① 県道山口秋穂線（駅通り） 

準
生
活
関
連
経
路 

① 市道東山二丁目道場門前二丁目線 

② 県道厳島早間田線 ② 市道太刀売上竪小路線 

③ 県道宮野大歳線 ③ 市道本町二丁目駅通り二丁目線 

④ 県道山口秋穂線 ④ 市道駅通り二丁目２号線 

⑤ 市道太刀売上竪小路線 ⑤ 市道駅通り二丁目１号線 

⑥ 市道黄金町野田１号線 ⑥ 市道中市町２号線 

⑦ 市道道祖町旭通り一丁目線（商店街） ⑦ 市道上後河原道場門前一丁目線 

⑧ 市道中市町中河原線 ⑧ 市道中河原町線 

⑨ 山口駅駅前広場 ⑨ 市道中央二丁目湯田温泉四丁目線 



３ 

■重点整備地区の区域、生活関連施設・経路の設定 
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２－３ バリアフリー化事業の枠組 

 

生活関連施設・生活関連経路のバリアフリー化のための事業については、バリアフリ

ー新法に定義される各施設のバリアフリー化の整備等を行う「特定事業」及び「その他

の事業」があり、一方で、バリアフリーに関する課題に対して、ソフト面で継続的に対

応を図るべきものや早期対策が困難などの理由により、将来的に実施を検討していくべ

きものについては「関連事業」として定義し、重点整備地区内の事業については、これ

ら３つに整理しています。 

 

■ バリアフリー化事業の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山
口
駅
周
辺
地
区
の
課
題 

 

 

 

 

道路のバリアフリー化に関する事業 
（主体者：山口県、山口市） 

道路特定事業 

信号機等交通安全施設の整備に関する事業 
（主体者：山口県公安委員会） 

交通安全特定事業 

都市公園のバリアフリー化に関する事業 
（主体者：山口市） 

都市公園特定事業 

特別特定建築物のバリアフリー化に関する事業 
（主体者：各施設設置管理者） 

建築物特定事業 

･心のバリアフリーに関する取組み（主体者：市民、事業者、行政） 

関連事業 

（特定事業と連携し継続的に実施するソフト事業、実施を検討する事業） 

･将来的に実施を検討していくべき事業（主体者：事業者、行政） 

特定事業 
（バリアフリー化を促進するために実施する事業） 

 その他の事業 

（バリアフリー化を促進するために実施する事業で特定事業に該当しない事業） 

･駅前広場のバリアフリー化に関する事業（主体者：山口市、西日本旅客鉄道株式会社） 

･中心商店街のバリアフリー化に関する事業（主体者：商店街、山口市） 



５ 

３．基本構想における建築物特定事業 

 

３－１ 基本構想で位置づけた特定事業 

 

山口地方合同庁舎 

事業種別 主な事業内容 実施期間 

特定事業 ･敷地内の傾斜路の改良（県道からの進入路の勾配改

良） 

 

中長期 

 

 

山口県立美術館 

事業種別 主な事業内容 実施期間 

特定事業 ･敷地内の傾斜路・階段の改良（手すりの設置） 中長期 

 

山口市役所 

事業種別 主な事業内容 実施期間 

特定事業 ･敷地内の傾斜路の改良（手すりの設置） 

･敷地内の傾斜路や車いす使用者用駐車場への上屋の

設置 

短期 

 

 

山口市民会館 

事業種別 主な事業内容 実施期間 

特定事業 ･施設案内設備の設置（点字の施設案内板等により視

覚障がい者を誘導する設備） 

･視覚障がい者誘導用ブロックの設置（道路～施設案

内板） 

短期 

 

･敷地内の階段の改良（手すりの設置） 

･施設内の傾斜路･階段の改良（手すりの設置、上端部

への点状ブロックの設置） 

中長期 

 

３－２ 事業の推進について  

 

基本構想で検討した特定事業について、事業実施についても同時に検討し、可能なも

のから順次実施していきます。その他の事業については、諸条件が整い次第事業を実施

していきます。
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４．建築物特定事業計画 

 

Ⅰ 施設の名称 

山口地方合同庁舎 

Ⅱ 事業の内容・実施予定期間 

事  業  内  容 事業量 
事業費 

（千円） 
実施期間 

敷地内の傾斜路の勾配改良 １箇所 1,000 平成 33 年度 

    

    

    

    

Ⅲ 資金の調達方法 

合同庁舎維持管理経費 

Ⅳ 事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

 

Ⅴ 事業計画図 

 

 

凡例： 

傾斜路の勾配改良      

   



７ 

 

Ⅰ 施設の名称 

山口県立美術館 

Ⅱ 事業の内容・実施予定期間 

事  業  内  容 事業量 
事業費 

（千円） 
実施期間 

敷地内の傾斜路・階段への手すりの設置 １箇所 660 平成 28 年度 

    

    

    

    

    

    

Ⅲ 資金の調達方法 

一般財源 

Ⅳ 事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

 

Ⅴ 事業計画図 

 

凡例： 

傾斜路・階段への手すり設置      

   



８ 

 

Ⅰ 施設の名称 

山口市役所 

Ⅱ 事業の内容・実施予定期間 

事  業  内  容 事業量 
事業費 

（千円） 
実施期間 

敷地内の傾斜路への手すりの設置 40ｍ 2,000 平成 29 年度 

敷地内の傾斜路・車いす用駐車場への上屋設置 １箇所 18,000 平成 29 年度 

    

    

    

    

    

Ⅲ 資金の調達方法 

地方債及び一般財源 

Ⅳ 事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

 

Ⅴ 事業計画図 

 

凡例： 

傾斜路への手すり設置      

上屋設置            

   



９ 

 

 

Ⅰ 施設の名称 

山口市民会館 

Ⅱ 事業の内容・実施予定期間 

事  業  内  容 事業量 
事業費 

（千円） 
実施期間 

施設案内設備の設置 １箇所 586 平成 30 年度 

案内板への視覚障がい者誘導用ブロックの設置 １箇所 158 平成 30 年度 

敷地内の階段への手すりの設置 １箇所 250 平成 30 年度 

施設内の傾斜路・階段の改良 ２箇所 2,100 平成 30 年度 

    

    

    

Ⅲ 資金の調達方法 

一般財源 

Ⅳ 事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

 

Ⅴ 事業計画図 

 

凡例： 

施設案内板の設置 

  案内板への視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

 敷地内の階段への手すり設置 

 施設内の傾斜路・階段への改良（手すり、点状ブロック） 
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